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抄録
本研究は，生活保護受給者の健康管理支援において「社会生活自立」に焦点を当て，その概念を健

康行動支援に統合する新たな支援モデルを提案するものである．生活保護受給者は経済的困窮のみな
らず，制度的要因やスティグマにより社会的孤立に陥りやすく，これが健康状態の悪化や医療行動の
低下につながっている．

近年の「被保護者健康管理支援事業」は一定の成果を上げているものの，医療中心の支援に偏り，
社会的つながりの再構築という視点が十分ではない．本研究では，先行研究の知見をもとに，生活保
護受給者の社会的孤立要因を個人・制度の両側面から整理し，社会生活自立を促す支援の必要性を提
案した．その上で，（1）情緒的・手段的サポートを組み合わせた社会的孤立対策，（2）初期面談段
階での社会的状況アセスメントの強化，（3）地域資源を活用した社会的処方の導入，（4）政策立案
に資する標準データ整備の 4 点を柱とする支援方法を提示した．これらの取り組みは，健診受診率の
向上や生活習慣改善といった健康行動の促進につながると考えられる．

今後は，健康支援と社会参加支援を一体化した包括的アプローチを制度的に位置づけ，生活保護制
度を「社会的孤立を防ぐ健康支援システム」として再構築することが求められる．
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Abstract

This paper proposes a model for health-management support for recipients of public assistance that cen-
ters on promoting social independence.

Drawing on a review and synthesis of existing empirical and qualitative studies, the paper highlights 
how social isolation—exacerbated by economic hardship, administrative barriers, and stigma—contributes 
to poorer health-related behaviors and outcomes among recipients. While national initiatives such as the 
“Health Management Support Project for Recipients of Public Assistance” have emphasized medical mea-
sures (e.g., screening encouragement and lifestyle-disease prevention), they often lack systematic mea-
sures to rebuild social connections.

Based on the literature, the paper organizes factors that contribute to social isolation into individual 
and institutional domains and argues that strengthening social-life independence is essential to improving 
health behaviors and quality of life. It then outlines a four-pillar support approach: (1) combined emotional 
and instrumental supports to reduce isolation, (2) strengthened social-context assessment during initial in-
terviews and intake, (3) introduction of social prescribing that links recipients to community resources and 
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I．はじめに

本稿の目的は，生活保護受給者における社会生活自立
に着目した健康管理支援方法の提案である．特に，社会
的孤立が健康に与える影響を明らかにし，社会生活自立
支援が健康管理に与える重要な役割を論じる．生活保護
受給者は，経済的困窮に加えて，社会的支援の不足によ
り孤立しやすく，その健康状態の改善には支援方法の見
直しが求められる．社会生活自立支援が健康行動に与え
る影響について実証的なデータが不足しており，この問
題に対するアプローチを模索する．最終的に，社会的孤
立の軽減や健康管理向上のためには，社会生活自立支援
を踏まえた包括的な支援が不可欠であることを明示する．

II．社会的孤立と健康の相互作用

社会的孤立は「家族や地域コミュニティとの接触や交
流がほとんどない状態」を指し[1]，特に高齢者領域で
その実態と要因について考察されてきた[2,3]．2024 年
4 月には「孤独・孤立対策推進法」が施行され，高齢に
限らず，多様なアプローチで様々な世代や世帯類型の孤
独・孤立問題に取り組むことの重要性が強調されている
[4]．孤独・孤立対策推進法では，誰もが地域社会との
つながりを保ち，孤立を防ぐための支援を推進すること
が規定されている．具体的には，誰もが安心して暮らせ
るための地域における居場所の提供や，孤立に関する悩
みや不安を気軽に相談できる支援体制の整備が求められ
ている．また，地域住民や支援者との交流機会を創出し，
様々な人々が社会的つながりを維持・強化できる環境づ
くりが重要視されている．

社会的孤立は，現代社会における公衆衛生上の重大な
課題としても注目されている[5,6]．これまでの研究では，
社会的孤立は高齢者にとって慢性疾患の増加，機能障害，
メンタルヘルス，認知機能の悪化，早期死亡率および
全死亡率の上昇と関連していることが示されている[7,8]．
さらに，社会的孤立はサポートの乏しさや自己肯定感・
自尊感情の低下などにつながり，その結果，適切な健康
関連行動が阻害され健康を損なうリスクが高いことが先
行研究で明らかになっている[9,10]．

こうした社会的孤立の影響は，特に経済的困窮や社会
的支援の欠如が顕著な生活保護受給者において深刻であ
り，孤立しやすい状況が健康関連行動の悪化につながる

と指摘されている[11]．さらに，国内の高齢生活保護受
給者は非受給者に比べて孤立や孤独のリスクが高いこと
が報告されており，社会的孤立と生活保護受給の相互関
係が明らかにされている[12]．

このような状況の中，社会的孤立を軽減し生活保護受
給者の健康状態を改善するためには，生活保護受給者の
社会生活自立を促進する支援が重要である．社会生活自
立とは，「社会的なつながりを回復・維持し，地域社会
の一員として充実した生活を送ること」を指す[13]．特
に高齢者や障害者など，就労による経済的自立が困難な
生活保護受給者においては，社会的つながりの構築や地
域社会との関係維持が，健康の維持や生活の質向上に寄
与する可能性がある．実際，林[14,15]の報告では，高齢
者や障害者の生活保護受給者が，それぞれの年齢や障害
の特性により，社会的孤立のリスクに影響を与える要因
が異なることが指摘されており，この点が健康問題や生
活の質に対する影響を及ぼすことが示されている．この
ように，生活保護受給者の社会的孤立は健康を害する危
険性を高めるものであり，その要因を明確にし，支援策
を検討する必要がある．次章では，生活保護受給者の社
会的孤立を引き起こす要因を整理する．

III�．生活保護受給者の社会的孤立を引き起こす
要因の整理

本章では，生活保護受給者が社会的孤立に陥る要因と
その背景について，林[14-16]による一連の質的研究を基
礎資料として整理を行う．これらの研究は，生活保護受
給前後の構造的変化や制度的課題に焦点を当て，社会的
孤立の形成過程を多層的に明らかにしている．したがっ
て本章では，これらの知見を通じて，個人要因と制度要
因の交差によって生じる孤立の構造を再構築し，次章以
降の「健康管理支援の必要性」へと論を接続するための
分析的枠組みを提示する．

生活保護受給者が直面する社会的孤立は，個人の困難
に起因するのみならず，制度的な構造と複雑に絡み合っ
ている．こうした社会的孤立は精神的な不安定さにとど
まらず，慢性的ストレスや生活習慣病のリスク増大など，
健康面にも深刻な影響を及ぼす．

生活保護受給者は，生活保護受給前から就労・健康・
人間関係など多面的な困難に直面していることが明らか
にされている[16]．例えば，経済的困窮は，長期間にわ

accompaniment support, and (4) standardization and accumulation of data to inform evidence-based policy. 
The paper presents these measures as a programmatic proposal—grounded in prior studies and practice 
examples—to integrate social-participation support with health management for recipients of public assis-
tance.

keywords:  public assistance, social isolation, social independence, social prescribing, health management 
support

(accepted for publication, December 11, 2025)



J. Natl. Inst. Public Health, 75 (2) : 2026

林慎吾

176

たる収入の不安定や，予期しない出費による家計の破綻
といった形で現れることが多い[16]．また，健康上の問
題も無視できない要因であり，慢性的な疾患や身体的障
害は，就労機会を制限するだけでなく，社会参加を阻む
要因となることが明らかにされている[15]．さらに，家
族や地域社会との関係性の断絶も，社会的孤立を促進す
る重要な要因である[15]．家庭内の不和や友人関係の希
薄化は，生活上の支えとなるべきネットワークを失わせ
る結果をもたらす[17]．

加えて，生活保護受給後には，制度の運用自体が新た
な孤立の要因となる場合がある．生活保護制度は，生活
の再建を目的とした支援を提供するものであるが，その
一方で，行政手続きの複雑さや制度利用に伴う制約が受
給者に心理的・社会的な負担をもたらすことも少なくな
い[14]．たとえば，資産処分の要求や転居の指導といっ
た制度的な介入は，既存の社会的ネットワークを断絶さ
せる可能性がある[16]．また，生活保護受給者に対する
偏見やスティグマは，自己評価の低下を招き，制度の利
用自体に対する羞恥心を生み出すなど，社会的な孤立感
をより一層深める要因となり得る[14]．このように，支
援の枠組みそのものが，社会的孤立の再生産に関与して
いるという逆説的な構造が浮かび上がる．

こうした状況に対処するには，生活保護受給前後の段
階に応じた支援の再構築が求められる．林[14-16]の質的
研究が示すように，社会的孤立は個人の特性だけでなく
制度運用の影響を強く受ける．そのため，孤立の予防・
緩和には社会的・制度的側面の再検討が不可欠である．
つまり，社会的孤立は個人の生活上の困難としてではな
く，構造的・制度的課題として捉える必要がある．次章
では，この視点を踏まえ，生活保護受給者に対する健康
管理支援の国内の実態を考察する．

IV�．社会的孤立と国内の生活保護受給者に対す
る健康管理支援

生活保護受給者に関する疫学レビューでは，糖尿病の
有病率が公的医療保険加入者より高く，若年層に多いこ
とが示されている[17,18]．生活保護制度は，被保護者の
最低限度の生活を保障するのみならず，自立の助長を図
ることも目的としている．その自立支援においては，経
済的側面だけでなく，日常生活や社会生活の自立を支援
することも含まれる．実際，生活保護受給世帯の約 8 割
が何らかの疾病により医療機関を受診しており，医療を
必要とする被保護者は少なくない[19]．また，生活習慣
に関する調査では，一般世帯と比較して食事や運動の習
慣が不十分な傾向が見られるなど，健康上の課題も多い
ことが指摘されている[19]．こうした背景を踏まえ，福
祉事務所では，生活習慣病の発症予防や重症化予防，医
療扶助費の適正化を目的として，「被保護者健康管理支
援事業」が令和 3 年 1 月から必須事業として実施されて
いる．本事業では，健康に関するデータを把握し，医療

的側面と生活支援の両面から被保護者を支援することが
求められている[19,20]．具体的な取り組みとして，郵送
や架電による健診受診勧奨などが行われているが，担当
ケースワーカー以外の医療扶助担当者による架電では十
分な効果が得られなかったとする報告もあり[21]，現時
点で効果的な支援手法は確立していない．

また，全国的な調査では，健診受診勧奨や保健指導を
実施する際の体制整備，評価指標の設定，保健医療専門
職の確保など，多くの課題が指摘されている[22]．ケー
スワーカーの業務負担や支援の継続性，関係機関との連
携不足も課題として挙げられており，健康支援の実効性
を高めるためには，これらの課題を踏まえた持続可能な
支援体制の構築が不可欠である．

なお，被保護者健康管理支援事業の手引きでは，評価
指標の一例として「健康・生活状態改善」が示されてお
り，健康面のみならず社会生活面の変化も重視されてい
る[23]．さらに，令和 4 年度社会福祉推進事業において
実施された「被保護者健康管理支援事業における支援を
要するものに対する適切な支援のための標準例に関する
調査研究」報告書では，支援対象者の「社会生活面の状
況」を優先的に把握すべき項目として位置づけ，社会的
孤立や社会参加の有無に関する情報の重要性を指摘して
いる[24]．しかし，現状では情報収集の方法が標準化さ
れておらず，ケースワーカーの裁量に依存している[24]．
この点を改善することで，社会的孤立への対応を含む総
合的な健康管理支援が実現することが期待される．

以上のように，被保護者健康管理支援事業は，医療的
支援と社会的支援を接続する重要な基盤を持ちながらも，
運用面では課題が残されている．今後は，社会生活自立
の視点を踏まえたアセスメントや支援計画の標準化を通
じて，より包括的な健康管理支援の確立が求められる．

V�．社会生活自立支援を踏まえた健康管理支援
の具体化

社会生活自立支援の視点を取り入れた健康管理は，生
活保護受給者のQOL向上や医療費適正化の観点からも
重要性を増している．Ⅲ章で明らかにしたように，生活
保護受給者は，食習慣・運動習慣の未整備に加えて，社
会的孤立という非医療的要因により健康行動に課題を抱
えている．以下では，社会的孤立に対処し，健康行動を
促進するための具体的な支援方法を4つの柱に整理する．

1．社会的孤立への対応：情緒的サポート・手段的サ
ポートの導入
仙台市の事例においては社会的孤立リスクの高い生活

保護受給者に対しては，対面接触とオンラインでの連絡
を組み合わせ，家族や知人を通じた呼びかけを行うこと
も効果的であることが示された[25]．さらに，ワクチン
接種の申し込みなど，手続き面で困難を抱える場合には，
ケースワーカーが代理で申請を補助するなど，手段的支



J. Natl. Inst. Public Health, 75 (2) : 2026

社会生活自立に着目した生活保護受給者の健康管理支援方法の提案

177

援を拡充することも検討される[25]．
したがって，ケースワーカーや支援者は，対象者の特

性や社会的孤立の程度をアセスメントした上で，情緒的
支援と手段的支援を計画的に組み合わせることが重要で
ある．たとえば「外出への不安が強い独居高齢者」には
情緒的支援を重視し，「移動手段が限られる障害者や高
齢者」には送迎や代理手続きなどの手段的支援を組み合
わせるなど，被保護者の状況に応じた柔軟な支援が求め
られる．

2．初期面談・アセスメントにおける社会的状況の把握
強化
初期面談や生活保護申請時における社会的状況の把握

は，健康管理支援の基盤を形成する重要な過程である．
従来は，所得や健康状態などの客観的データが中心であ
り，社会的孤立の程度や人間関係の質的側面については
十分に評価されてこなかった．今後は，これらの側面を
標準的に評価する仕組みの導入が求められる．

相談や支援を受けられる相手の有無，地域活動やボラ
ンティアなど社会参加の状況を丁寧に把握することが重
要である．また，孤立感や不安感といった主観的側面も
あわせて確認することで，表面的なつながりの有無だけ
でなく，その質的な厚みを評価できるようになる．こう
した観点は，厚生労働省の「被保護者健康管理支援事業」
手引きにおける生活状況項目にも通じるものであり[23]，
現場で活用可能な評価枠組みとして応用が期待される．
このような多面的な社会生活アセスメントを標準化する
ことにより，ケースワーカーは孤立リスクの高い対象者
を早期に抽出し，情緒的サポート・手段的サポートを組
み合わせた包括的支援を展開できるようになる．さらに，
これらのデータを体系的に蓄積することで，自治体間で
比較可能なエビデンスが形成され，地域特性に応じた支
援モデルの構築にも資するだろう．結果として，初期ア
セスメントの質の向上は，健診受診率やワクチン接種率
の改善のみならず，生活保護受給者の社会生活自立を支
える実践的基盤となると考えられる．

3．社会的処方（Social Prescribing）の導入と地域資源
の活用
社会的処方は，医療や福祉の専門職が対象者の社会的

ニーズを把握し，地域の　人や活動，サービスとつなげ
ることによって，孤立の軽減と生活の質の向上を目指す
支援方法である[26,27]．イギリスでは医療制度の中に制
度化されており，医師やソーシャルワーカーが患者を地
域資源へ紹介する仕組みが整備されている．国内におい
ても，その考え方を取り入れた実践が各地で始まりつつ
ある[28,29]．

宮城県の「WATALIS」では，生活困窮者や子育て世
帯，高齢の生活保護受給者などを対象に，地域住民と協
働した手仕事型プログラムを展開している[30]．布製品
や雑貨の制作を通じて参加者が他者と交流し，役割や居

場所を再獲得することを目的としたものである．この取
り組みでは，作業を通じた自己効力感の回復や心理的安
定が報告され，結果として外出機会や健診受診率の向上
にもつながっている[30]．また，同県名取市の地域サロ
ン「いとこんち」では，生活保護受給者や単身高齢者が
食事づくりや趣味活動を通じて緩やかにつながる場を提
供している[30]．ここでは，ケースワーカーや地域包括
支援センターの職員が定期的に関わり，健康相談や受診
勧奨を自然なかたちで行う仕組みが整えられている．こ
のような活動は，医療的支援を社会的交流の文脈に埋め
込み，支援のハードルを下げる実践として注目されてい
る．

これらの事例に共通するのは，支援の焦点を「医療的
管理」から「社会的つながりの再構築」へと拡張してい
る点である．孤立状態にある生活保護受給者は，健診受
診やワクチン接種といった健康行動に心理的抵抗を示す
傾向があるが，社会的処方を通じて地域とのつながりが
生まれることで，支援者との信頼関係や安心感が形成さ
れ，結果として健康行動が促進される．言い換えれば，
社会的処方は「社会生活自立」を媒介として健康支援を
実現する有効な手段となる．

今後，自治体がこの仕組みを導入する際には，福祉事
務所が地域包括支援センター，社会福祉協議会，NPOな
どと連携し，生活保護受給者を地域資源へ円滑に橋渡し
する体制を構築することが重要である．ケースワーカー
が単なる行政支援の担い手にとどまらず，「社会的処方
のコーディネーター」として機能することで，健康管理
支援と社会生活自立支援を一体化した新たな支援モデル
が実現するであろう．

4．政策立案に向けたデータの標準化と蓄積
以上の社会的孤立への対応と社会生活自立支援の実践

を効果的に展開していくためには，支援成果を検証し制
度改善に反映させる基盤整備が不可欠である．その中心
となるのが，政策立案に向けたデータの標準化と蓄積で
ある．

生活保護受給者の健康管理支援を持続的に改善してい
くためには，支援の効果を客観的に把握し，政策立案に
反映させる仕組みの整備が欠かせない．そのためには，
評価指標の標準化とデータの体系的な蓄積が必要である．
現状では，自治体ごとに記録様式や評価視点が異なり，
支援成果の比較や横断的分析が困難である．この課題を
克服するためには，まず現場に過度な負担をかけずに導
入できる段階的な仕組みづくりが求められる．

初期段階では，既存の生活保護業務システムや健康管
理支援の記録様式を活用しながら，社会的孤立，健康行
動，就労・社会参加の三側面に関する簡易的な評価項目
を共通化することが現実的である．これにより，各自治
体が日常業務の範囲内で一定のデータを蓄積できる体制
を整えることが可能となる．次の段階では，福祉事務
所，保健センター，社会福祉協議会などの関係機関が協
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働し，情報共有のルールやプライバシー保護の枠組みを
整備することが重要となる．これにより，自治体単位で
の支援実績や成果指標が横断的に分析できる環境が形成
される．最終的には，国レベルで統一フォーマットに
基づくデータベースを構築し，EBPM（Evidence-Based 
Policy Making）に資する形で政策評価を可能とすること
が望ましい．こうしたデータ基盤の整備は，単に行政効
率を高めるだけでなく，地域差や支援効果の不均衡を明
らかにし，資源配分の適正化を促す点で大きな意義を持
つ．さらに，自治体間での比較が可能となることで，優
良実践の共有や地域特性に応じた支援モデルの開発も進
むだろう．

このような段階的な導入プロセスを経ることによって，
現場の負担を抑えつつ，データに基づく政策形成が実現
する．すなわち，評価指標の標準化とデータ蓄積は，単
なる行政管理の手段ではなく，生活保護受給者の社会的
自立を支える「見える化の基盤」として機能することが
期待される．以上のように、社会的孤立の形成は複数の
要因が交錯する構造的問題であり、単なる個人の生活上
の困難として捉えるのではなく、制度的再設計と一体化
した健康支援の在り方が問われる．

生活保護受給者への健康管理支援の実践形態は、大き
く「対面支援」と「非対面支援」に区分される．前者は、
ケースワーカーが受給者と直接面談し、生活状況や健康
課題を対話を通じて把握しながら支援を行う方法である．
対面による支援は、信頼関係の構築や情緒的支援の提供
を可能にし、支援対象者の心理的安心感を高める効果が
指摘されている．一方、非対面支援は、電話・郵送・書
面指導などの手段を用いた間接的な支援形態であり、効
率的かつ広範な対象者に対応できるという利点を有する
が、関係形成や支援の継続性に課題が残る．

このような支援形態の差異は、支援の質や受給者の健
康行動に影響を与える要因となる可能性があり、今後の
健康管理支援の方向性を検討する上で重要な視点である．

VI．結論

本研究では，生活保護受給者の健康行動や生活の質に
おける社会的孤立の影響を踏まえ，健康管理支援の新た
な視点として，社会生活自立支援や社会的処方に基づく
アプローチの可能性を考察した．特に，ケースワーカー
が非医療的支援も含めた包括的な関与を行うことで，生
活保護受給者の健診受診や食生活の改善といった具体的
な健康行動に影響を与えていることが，先行研究の知見
を踏まえた本研究の分析から明らかになった．また，福
祉事務所の調査においては，対面・非対面の接触の有無
や支援の質が健診受診率と有意に関連しており，生活保
護受給者が地域とのつながりを持つことが健康管理に有
効であることが示唆された．こうした結果は，地域資源
の活用や社会的ネットワークを媒介とする社会的処方の
実践的意義を裏付けるものである．

さらに，国内で展開されている社会生活自立支援プロ
グラム（例：「いとこんち」「WATALIS」等）は，単な
る社会参加の促進にとどまらず，心理的安定や健康行動
の活性化にも貢献していることが明らかとなってきてい
る［30］．これらの地域事例は，生活保護受給者の健康
管理において，制度の枠を越えた柔軟な支援の可能性を
示している．

今後の生活保護制度における支援モデルとしては，
ケースワーカーが社会的処方の担い手として「対面」「非
対面」「情緒的支援」「手段的支援」を組み合わせた包括
的・個別的アプローチを展開していくことが重要である．
これにより，社会的孤立を緩和し，健康格差の是正や生
活の質の向上に寄与する新たな支援の在り方が見出され
る可能性がある．
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